
【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 360,475 千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 2,535,941 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

障害福祉事業 836,814 599,445 0 0 67,895 169,474

高齢者福祉事業 22,863 876 0 56 6,273 15,658

児童福祉事業 697,087 492,279 0 17,789 53,493 133,526

母子福祉事業 21,892 10,921 0 0 3,138 7,833

生活扶助等事業 21,211 946 0 0 5,796 14,469

小計 1,599,867 1,104,467 0 17,845 136,595 340,960

国民健康保険事業特別会計（繰出金） 184,788 92,387 0 0 26,430 65,971

後期高齢者医療事業特別会計（繰出金） 275,361 36,035 0 0 68,455 170,871

介護保険事業特別会計（繰出金） 303,155 15,926 0 0 82,157 205,072

小計 763,304 144,348 0 0 177,042 441,914

母子衛生事業 47,497 2,657 0 0 12,826 32,014

疾病予防事業 94,669 2,065 0 0 26,488 66,116

健康増進事業 26,321 1,597 0 0 7,072 17,652

地域医療対策事業 4,283 0 0 2,703 452 1,128

小計 172,770 6,319 0 2,703 46,838 116,910

2,535,941 1,255,134 0 20,548 360,475 899,784

※1　令和4年度一般会計歳入歳出決算において、地方消費税交付金歳入総額688,680千円のうち社会保障財源化分は、360,475千円となりました。

※2　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費（令和４年度決算）

　平成26年4月1日以降に引き上げられた地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることと
されました。令和４年度岐南町一般会計歳入歳出決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、下記のとおりです。

区分 事業名
令和４年度

決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計


